
東京農工大学学｛並財呈の一部改正

本則

（認定結果の報告）
第16条（略）

2 (略）

現行

本則

（認定結果の報告）
第16条（略）

2 (略）

改正

3 学位審査機構長は、 前2項の規定により報告のあった認定結果 3 学位審査機構長は、 前2項の報告に基づき博士の学位審査の過
について審議し、 その審議結果を学長に報告しなければならな 程及びその手続きの適正性を確認し、 その確認結果を学長に報
い。 告しなければならない。

別紙様式3算23条関係）
第3条第2項の規定により授与する修士の学位記の様式
院」紙参照］

様式第4(第23条関係）
第3条第2項の規定により授与する修士の学位記の様式（第23

条第2項の規定に基づく場合）
［別紙参照］

別紙様式5(第23条関係）
第3条第3項の規定により授与する修士の学位記の様式
愧rJ紙参照］

I別紙様式6算23条関係）

別紙様式3 償�23条関係）
第3条第2項の規定により授与する修士の学位記の様式
［別紙参照］

（削る）

別紙様式40023条関係）
第3条第3項の規定により授与する修士の学位記の様式
愧IJ紙参照］

別紙様式5-1(第23条関係）

改正理由


















